
要介護の方（１回あたりの自己負担額） 10円/単位

（Ⅰ） （Ⅱ）

要介護１ 567 37 8 7 681 681円 1,362円 2,043円

要介護２ 670 43 9 8 792 792円 1,584円 2,376円

要介護３ 773 49 10 9 903 903円 1,806円 2,709円

要介護４ 876 55 11 10 1014 1,014円 2,028円 3,042円

要介護５ 979 61 12 11 1125 1,125円 2,250円 3,375円

（Ⅰ） （Ⅱ）

要介護１ 386 26 5 5 484 484円 968円 1,452円

要介護２ 442 30 6 6 546 546円 1,092円 1,638円

要介護３ 500 33 7 6 608 608円 1,216円 1,824円

要介護４ 557 37 7 7 670 670円 1,340円 2,010円

要介護５ 614 40 8 7 731 731円 1,462円 2,193円

（Ⅰ） （Ⅱ）

要介護１ 368 25 5 5 465 465円 930円 1,395円

要介護２ 421 28 6 5 522 522円 1,044円 1,566円

要介護３ 477 32 6 6 583 583円 1,166円 1,749円

要介護４ 530 35 7 7 641 641円 1,282円 1,923円

要介護５ 585 38 8 7 700 700円 1,400円 2,100円

※加算料金の「サービス提供体制強化加算」については、
　 前年度の職員の状況により毎年４月に変更することがあります。

※生活保護受給者、原爆被害者の方の利用料金は、介護サービス費全額免除のため
　 食材料費（1回460円）のみとなります。

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

460円

※ケアハウス小郡入居者の方は１回につき９４単位の減額となります。

※送迎を行わなかった場合、４７単位/片道の減額となります。

※利用者負担額は、利用区分に応じ介護保険の１割～３割と法定外費用の合計額になります。

※加算料金の「入浴介助」は、サービスを利用した場合に加算されます。
　上記料金表は「入浴介助加算（Ⅰ）」にて計算しています。

※介護職員処遇改善加算として（基本料金+加算料金）×5.9％、特定加算1.2％、介護職員等ベースアップ等支援加算1.1％が
　　加算されます。　　　　　　　　　(小数点以下は四捨五入）
　 上記の料金表は概算の為実際の請求額とは異なる場合があります。

サービス提供体制
強化加算Ⅰ 1割 2割 3割

460円

介護区分
（３～４時間）

基本単位数

加算単位数
介護職員

処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定
処遇改善加算Ⅰ

合計
単位数

負担金額 食事の提供に
要する費用
（法定外費用）
１回あたり

入浴介助加算

3割

40 55 22

40 55 22

460円

介護区分
（４～５時間）

基本単位数

加算単位数
介護職員

処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定
処遇改善加算Ⅰ

合計
単位数

負担金額 食事の提供に
要する費用
（法定外費用）
１回あたり

入浴介助加算

40 55 22

サービス提供体制
強化加算Ⅰ 1割 2割

デ イ サ ー ビ ス 利 用 料 金 表
令和4年10月1日

介護区分
（５～６時間）

基本単位数

加算単位数
介護職員

処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定
処遇改善加算Ⅰ

合計
単位数

負担金額 食事の提供に
要する費用
（法定外費用）
１回あたり

入浴介助加算
サービス提供体制
強化加算Ⅰ 1割 2割 3割


